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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　梁に取り付ける複数の第一補強金具を備え、
　前記各第一補強金具は、１枚の金属平板を折り曲げることで形成され、梁の少なくとも
三面に当接する一対の当接部と、別の前記第一補強金具と連結するための連結穴を一又は
二以上有する一対の連結部と、を有し、
　前記一対の当接部は、それぞれ鉛直方向に略平行な側面当接部を有し、この側面当接部
の一鉛直辺により連接され、
　前記一対の連結部は、それぞれ離間して前記一対の当接部に設けられていることを特徴
とする、木造建築用補強金具。
【請求項２】
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　柱に取り付ける複数の第二補強金具を備え、
　前記各第二補強金具は、柱の一側面に当接する一対の当接部と、前記第一補強金具及び
別の前記第二補強金具と連結するための連結穴を一又は二以上有する一対の連結部と、を
有していることを特徴とする、請求項１に記載の木造建築用補強金具。
【請求項３】
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　柱と梁に取り付けるＬ字型金具を備え、



(2) JP 6410367 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

　前記Ｌ字型金具は、
　柱の隣接する二側面に当接する一対の柱当接部と、
　梁の少なくとも三面に当接する一対の梁当接部と、
　前記柱当接部及び前記梁当接部それぞれから立設され、前記第一補強金具及び前記第二
補強金具と連結するための連結穴を一又は二以上有する一対の連結部と、を有し、
　前記一対の柱当接部のなす角が略直角であることを特徴とする、請求項２に記載の木造
建築用補強金具。
【請求項４】
　前記Ｌ字型金具は、１枚の金属平板を折り曲げることで形成され、四角柱と四角梁に取
り付けられ、
　前記一対の柱当接部は、前記四角柱の一側面の全幅に渡って当接する全幅当接部と、前
記全幅当接部の一鉛直辺から、水平方向に立設された、半幅当接部とが形成され、
　前記一対の梁当接部は、略コ字状の断面形状であり、前記四角梁の上面、下面及び側面
の三面に当接する上面当接部、下面当接部及び側面当接部が形成され、
　前記一対の柱当接部と前記一対の梁当接部とは、前記全幅当接部の一鉛直辺と前記側面
当接部の一鉛直辺とにより連設され、
　前記半幅当接部、前記上面当接部及び前記下面当接部には、切り欠き部が設けられ、
　前記半幅当接部に設けられた切り欠き部は、前記上面当接部に設けられた切り欠き部及
び前記下面当接部に設けられた切り欠き部それぞれと、前記全幅当接部の一鉛直辺上で連
接されていることを特徴とする、請求項３に記載の木造建築用補強金具。
【請求項５】
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　柱と梁に取り付ける平型金具を備え、
　前記平型金具は、１つの柱当接部、前記柱当接部を中心として一対の梁当接部と、一対
の連結部と、を有し、
　柱当接部は、柱の少なくとも三面に当接し、
　梁当接部は、梁の少なくとも三面に当接し、
　連結部は、前記柱当接部及び前記梁当接部それぞれから立設され、前記第一補強金具及
び前記第二補強金具と連結するための連結穴を一又は二以上有していることを特徴とする
、請求項２に記載の木造建築用補強金具。
【請求項６】
　前記平型金具は、１枚の金属平板を折り曲げることで形成され、四角柱と四角梁に取り
付けられ、
　前記柱当接部は、前記四角柱の一側面の全幅に渡って当接する全幅当接部と、前記全幅
当接部の両鉛直辺から、前記全幅当接部が当接する面に隣接する二側面に当接する対向面
当接部とが形成され、
　前記一対の梁当接部は、略コ字状の断面形状であり、前記四角梁の上面、下面及び側面
の三面に当接する上面当接部、下面当接部及び側面当接部が形成され、
　前記柱当接部と前記一対の梁当接部とは、前記全幅当接部の両鉛直辺と前記側面当接部
の一鉛直辺とにより連設され、
　前記対向面当接部、前記上面当接部及び前記下面当接部には、切り欠き部が設けられ、
　前記対向面当接部に設けられた切り欠き部は、前記上面当接部に設けられた切り欠き部
及び前記下面当接部に設けられた切り欠き部それぞれと、前記全幅当接部の一鉛直辺上で
連接されていることを特徴とする、請求項５に記載の木造建築用補強金具。
【請求項７】
　前記第一補強金具は、前記当接部に、留め具を打ち込むための留め具穴が少なくとも１
箇所穿設されていることを特徴とする、請求項１に記載の木造建築用補強金具。
【請求項８】
　前記Ｌ字型金具は、前記当接部に、留め具を打ち込むための留め具穴が少なくとも１箇
所穿設されていることを特徴とする、請求項３又は４に記載の木造建築用補強金具。
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【請求項９】
　前記平型金具は、前記当接部に、留め具を打ち込むための留め具穴が少なくとも１箇所
穿設されていることを特徴とする、請求項５又は６に記載の木造建築用補強金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、木造建築において、柱及び梁の接合部を補強する金具に関るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、我が国の木造建築には、軸組工法が用いられてきた。これは、柱、梁、筋交
いといった木材を用いて、木の軸を組み立てることにより、建物を支える伝統的な建築手
法である。この軸組工法により造られた建物において、梁と梁、柱と梁などの接合部分は
乾燥収縮によりがたつきを生じるため、金具を用いて補強するのが通常である。
【０００３】
　特許文献１には、土台と柱、柱と梁、土台とコンクリート基礎など、耐震補強具の適用
個所に応じて補助金具を選択使用することにより、連結対象を強固に接合し充分な補強効
果を発揮できる、汎用性に優れた耐震補強具が掲載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、簡単に製造することができるとともに構造材を破損させないよ
うに耐震補強できる補強金物及びその取り付け構造が示されている。
【０００５】
　また、特許文献３には、木造住宅等の軸組工法において、柱等の垂直材や梁、桁等の横
架材の交点部等に、ほぞ・ほぞ穴を形成することなく、代わりにスリットと板状の連結金
具及びドラフトピンで構造材の連結を図る金具軸組工法が掲載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２１２２１５６
【特許文献２】特開２０１２－１５４０４７
【特許文献３】特開平７２８７２０１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１乃至特許文献３何れも、金具を柱や梁等構造材に取り付ける
ために、構造材に多数の穴を空ける等加工を施す必要があり、手間であるとともに、構造
材の再利用も困難なものとなる。
【０００８】
　本発明は上記のような実状に鑑みてなされたものであり、柱及び梁により形成される構
造材において、構造材の欠損を極力抑え、容易に接合部の強固な補強を可能とする、木造
建築用補強金具を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明は、
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　梁に取り付ける複数の第一補強金具を備え、
　前記各第一補強金具は、梁の少なくとも三面に当接する当接部と、別の前記第一補強金
具と連結するための連結穴を一又は二以上有する連結部と、を有していることを特徴とす
る。
【００１０】
　このような構成とすることで、第一補強金具を、一本の柱と、該柱と垂直に接合する複
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数の梁より形成される構造材に対して用いることができ、連結部を利用して、第一補強金
具同士を連結することで、構造材を欠損させることがなく、簡易に構造材の接合部を補強
、特に水平方向のがたつきを防止することが可能となる。
【００１１】
　本発明の好ましい形態では、柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であ
って、
　柱に取り付ける複数の第二補強金具を備え、
　前記各第二補強金具は、柱の一側面に当接する当接部と、前記第一補強金具及び別の前
記第二補強金具と連結するための連結穴を一又は二以上有する連結部と、を有しているこ
とを特徴とする
　このような構成とすることで、第一補強金具と第二補強金具の併用により、一本の柱と
、該柱と垂直に接合する複数の梁より形成される構造材の接合部を取り囲むことができ、
連結部を利用して、各金具を連結することで、構造材を欠損させることがなく、簡易に水
平及び垂直方向のがたつきを抑制し、接合部を補強することが可能となる。
【００１２】
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　柱と梁に取り付けるＬ字型金具を備え、
　前記Ｌ字型金具は、
　柱の隣接する二側面に当接する一対の柱当接部と、
　梁の少なくとも三面に当接する一対の梁当接部と、
　前記柱当接部及び前記梁当接部それぞれから立設され、前記第一補強金具及び前記第二
補強金具と連結するための連結穴を一又は二以上有する一対の連結部と、を有し、
　前記一対の柱当接部のなす角が略直角であることを特徴とする。
　このような構成とすることで、第一補強金具、第二補強金具及びL字型金具の併用によ
り、一本の柱と、該柱と垂直に、かつ上面から見るとＬ字型となるように接合する同一平
面上の２本の梁により形成される構造材の接合部を取り囲むことができ、連結部を利用し
て、各金具を連結することで、構造材を欠損させることがなく、簡易に水平及び垂直方向
のがたつきを抑制し、接合部を補強することが可能となる。
【００１３】
　本発明の好ましい形態では、
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　柱と梁に取り付ける平型金具を備え、
　前記平型金具は、１つの柱当接部、該柱当接部を中心として一対の梁当接部と、一対の
連結部と、を有し、
　柱当接部は、柱の少なくとも三面に当接し、
　梁当接部は、梁の少なくとも三面に当接し、
　連結部は、前記柱当接部及び前記梁当接部それぞれから立設され、前記第一補強金具及
び前記第二補強金具と連結するための連結穴を一又は二以上有していることを特徴とする
。
　このような構成とすることで、第一補強金具、第二補強金具及び平型金具の併用により
、一本の柱と、該柱と垂直に、かつ上面から見るとT字型となるように接合する同一平面
上の３本の梁により形成される構造材の接合部を取り囲むことができ、連結部を利用して
、各金具を連結することで、構造材を欠損させることがなく、簡易に水平及び垂直方向の
がたつきを抑制し、接合部を補強することが可能となる。
【００１４】
　本発明の好ましい形態では、
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　前記第一補強金具は、前記当接部に、留め具を打ち込むための留め具穴が少なくとも１
箇所穿設されていることを特徴とする。
　この留め具穴に留め具を打ち込むことで、第一補強金具の長期に渡る使用により、連結
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部における連結手段に緩みが発生した場合であっても、第一補強金具のがたつきを抑制す
ることが可能となる。
【００１５】
　本発明の好ましい形態では、
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　前記平型金具は、前記当接部に、留め具を打ち込むための留め具穴が少なくとも１箇所
穿設されていることを特徴とする。
　この留め具穴に留め具を打ち込むことで、平型金具の長期に渡る使用により、連結部に
おける連結手段に緩みが発生した場合であっても、平型金具のがたつきを抑制することが
可能となる。
【００１６】
　本発明の好ましい形態では、
　柱と梁の接合部を補強するための木造建築用補強金具であって、
　前記L字型金具は、前記当接部に、留め具を打ち込むための留め具穴が少なくとも１箇
所穿設されていることを特徴とする。
　この留め具穴に留め具を打ち込むことで、L字型金具の長期に渡る使用により、連結部
における連結手段に緩みが発生した場合であっても、L字型金具のがたつきを抑制するこ
とが可能となる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、柱と梁により形成される構造材において、構造材の欠損を極力抑え、
容易に接合部の強固な補強を可能とする、木造建築用補強金具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態１に関る、第一補強金具の正面図(ａ)、斜視図(ｂ)、第二補強
金具の上面図(ｃ)、斜視図(ｄ)である。
【図２】本発明の実施形態１に関る、構造材に第一補強金具及び第二補強金具を使用した
際の上面図(ａ)、斜視図(ｂ)である。
【図３】本発明の実施形態２に関る、Ｌ字型金具の斜視図である。
【図４】本発明の実施形態２に関る、構造材に第一補強金具、第二補強金具及びＬ字型金
具を使用した際の上面図(ａ)、矢印Ａから見た正面図(ｂ)である。
【図５】本発明の実施形態２に関る、構造材に第一補強金具、第二補強金具及びＬ字型金
具を使用した際の入隅部側の斜視図（ａ）、出隅部側の斜視図(ｂ)である。
【図６】本発明の実施形態３に関る、平型金具の斜視図である。
【図７】本発明の実施形態３に関る、構造材に第一補強金具、第二補強金具及び平型金具
を使用した際の上面図(ａ)、矢印Ａから見た正面図(ｂ)である。
【図８】本発明の実施形態３に関る、構造材に第一補強金具、第二補強金具及び平型金具
を使用した際の入隅部側の斜視図（ａ）、平面部側の斜視図(ｂ)である。
【図９】本発明の実施形態４に関る、構造材に平型金具を使用した際の上面図(ａ)、斜視
図(ｂ)である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
＜実施形態１＞
　以下、図１及び図２を用いて、本発明の実施形態１に関る木造建築用補強金具について
説明する。実施形態１では、１本の四角柱Ａ１及び四角柱Ａ１と垂直に接合する４本の四
角梁Ａ２により形成される構造材Ａの接合部を補強している。４本の四角梁Ａ２は、全て
同一平面上で、上面から見ると十字型となるように、四角柱Ａ１と接合している。木造建
築用補強金具として、１つの第一補強金具１及び２つの第二補強金具２を1セットとする
と、これを４セット使用している。
【００２０】
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　図１(ａ)及び(ｂ)より、第一補強金具１は、１枚の金属平板を、その中心線に沿って９
０°に折り曲げることで、線対称に形成されており、一対の当接部１１と、一対の上面連
結部１２と、一対の下面連結部１３と、を備えている。補強時の安定性から、上面連結部
１２、下面連結部１３両方備えていることが好ましいが、どちらか一方であっても良い。
また、２枚の金属平板を溶接等により接合することで、線対称に形成しても良い。
【００２１】
　当接部１１は、略コ字状の断面形状であり、四角梁Ａ２の上面、下面、側面の三面に当
接する、上面当接部１１１、下面当接部１１２、側面当接部１１３を有している。
【００２２】
　上面連結部１２及び下面連結部１３は、上面当接部１１１及び下面当接部１１２におけ
る、四角梁Ａ２と平行な端辺から鉛直方向に立設されている。
【００２３】
　側面当接部１１３には、留め具Ｅを打ち込むための留め具穴Ｆが１箇所穿設されている
。また、上面連結部１２及び下面連結部１３には、第二補強金具２及び別の第一補強金具
１を連結するための連結穴１２１、１３１がそれぞれ三箇所穿設されている。補強時の安
定性から、連結穴１２１、１３１はそれぞれ三箇所以上穿設することが好ましいが、一箇
所や二箇所であっても良い。
【００２４】
　図１(ｃ)及び(ｂ)より、第二補強金具２は、１枚の金属平板を、その中心線に沿って９
０°に折り曲げることで、線対称に形成されており、一対の当接部２１と、一対の連結部
２２と、を備えている。２枚の金属平板を溶接等により接合することで、線対称に形成し
ても良い。
【００２５】
　当接部２１は、四角柱Ａ１の一側面に当接する。また、連結部２２は、当接部２１にお
ける、四角柱Ａ１と平行な端辺から水平方向に立設されている。即ち、第二補強金具２を
上面から見ると、略Ｍ字形状となっている。
【００２６】
　連結部２２には、第一補強金具１及び別の第二補強金具２を連結するための連結穴２２
１が三箇所穿設されている。また、第一補強金具１の上面連結部１２及び下面連結部１３
と、第二補強金具２の一対の連結部２２は、連結穴１２１、１３１、２２１の位置も含め
て略同一サイズ、同一形状である。各連結部１２、１３、２２のサイズ、形状及び各連結
穴１２１、１３１、２２１の位置は、後述する当接手段により各連結穴１２１、１３１、
２２１の位置が合致するように穿設されていれば、特に限定されない。
【００２７】
　図２は、構造材Ａに木造建築用補強金具を取り付けた際の上面図(ａ)及び斜視図(ｂ)で
ある。２本の四角梁Ａ２により形成される一箇所の入隅部に１つの第一補強金具１を当接
させる。そして、第一補強金具１の一対の上面連結部１２及び第二補強金具２の一対の連
結部２２、それぞれに穿設された全ての連結穴１２１、２２１が合致するようにして、四
角柱Ａ１に第二補強金具２を当接させる。第一補強金具１の一対の下面連結部１３に対し
ても同様にして、四角柱Ａ１に１つの第二補強金具２を当接させる。
【００２８】
　上記のような当接手段を、四箇所全ての入隅部に対して行うことにより、４セットで構
造材Ａの接合部を取り囲む構成となる。そして、各四角梁Ａ２の上面及び下面において重
畳された各連結部１２、１３、２２の連結穴１２１、１３１、２２１にボルトＧを挿通し
、ナットＨで締結することで、構造材Ａを補強する。
【００２９】
　さらに、第一補強金具１の側面当接部１１３に穿設された留め具穴Ｆに、留め具Ｅを打
ち込むことにより、第一補強金具１と四角梁Ａ２とを直接連結させることができる。留め
具Ｅとして、ねじや釘等が好適に使用される。
【００３０】
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＜実施形態２＞
　以下、図３～図５を用いて、本発明の実施形態２に関る木造建築用補強金具について説
明する。実施形態２では、１本の四角柱Ｂ１及び四角柱Ｂ１と垂直に接合する２本の四角
梁Ｂ２により形成される構造材Ｂの接合部を補強している。２本の四角梁Ｂ２は、同一平
面上で、上面から見るとＬ字型となるように、四角柱Ｂ１と接合している。木造建築用補
強金具として、第一補強金具1と第二補強金具2のセットを１セットと、１つのＬ字型金具
３を使用している。
【００３１】
　図３よりＬ字型金具３は、１枚の金属平板を、その中心線に沿って９０°に折り曲げる
ことで、線対称に形成されており、一対の柱当接部３１と、一対の梁当接部３２と、一対
の柱連結部３３と、一対の上面連結部３４と、一対の下面連結部３５と、を備えている。
補強時の安定性から、柱連結部３３は、梁当接部３２を挟んで上下に２箇所備えているこ
とが好ましいどちらか一方であっても良い。また、上面連結部３４、下面連結部３５も同
様に両方備えていることが好ましいが、どちらか一方であっても良い。また、２枚の金属
平板を溶接等により接合することで、線対称に形成しても良い。
【００３２】
　柱当接部３１は、四角柱Ｂ１の一側面の全幅に渡って当接する、略長方形状の全幅当接
部３１１と、全幅当接部３１１の一鉛直辺から、水平方向に立設された、半幅当接部３１
２により形成されている。半幅当接部３１２は、全幅当接部３１１が当接する面に隣接す
る一側面の約半幅に渡って当接するように、かつ四角梁Ｂ２の厚み分だけ間隔を置いて立
設されている。
【００３３】
　梁当接部３２は、略コ字状の断面形状であり、四角梁の上面、下面、側面の三面に当接
する上面当接部３２１、下面当接部３２２、側面当接部３２３を有している。側面当接部
３２３は、柱当接部３１の鉛直辺から、水平辺方向に平行な方向に延設されており、留め
具Ｅを打ち込むための留め具穴Ｆが１箇所穿設されている。
【００３４】
　柱連結部３３は、半幅当接部３１２の、四角柱Ｂ１に平行な端辺から水平方向に立設さ
れている。また、第一補強金具１及び第二補強金具２を連結するための連結穴３３１が１
箇所穿設されている。連結部３３のサイズや形状、連結穴３３１の数や位置は、後述する
当接手段により各連結穴１２１、１３１、２２１、３３１の位置が合致するように穿設さ
れていれば、特に限定されない。
【００３５】
　上面連結部３４及び下面連結部３５は、上面当接部３２１及び下面当接部３２２の、四
角梁Ｂ２と平行な端辺から鉛直方向に立設されている。また、第一補強金具１及び第二補
強金具２を連結するための連結穴３４１、３５１が１箇所穿設されている。各連結部３４
、３５のサイズや形状、各連結穴３４１、３５１の数や位置は、後述する当接手段により
各連結穴１２１、１３１、２２１、３４１、３５１の位置が合致するように穿設されてい
れば、特に限定されない。
【００３６】
　Ｌ字型金具３の、構造材Ｂへの取り付け易さを考慮し、半幅当接部３１２、上面当接部
３２１及び下面当接部３２２に、柱当接部３１と梁当接部３２との境界部から斜めに切り
欠き部３６を設けることが好ましいが、設けなくても良い。
【００３７】
　図５は、構造材Ｂに木造建築用補強金具を取り付けた際の斜視図である。図５(ａ)より
、入隅部に対して、１つの第一補強金具１及び２つの第二補強金具２を使用して、実施形
態１と同様の当接手段を行う。次に、図５(ｂ)より、入隅部と反対側の出隅部にＬ字型金
具３を当接させる。これにより、構造材Ｂの接合部を取り囲む構成となる。そして、四角
柱Ｂ１の側面、各四角梁Ｂ２の上面及び下面において重畳された各連結部１２、１３、２
２、３３、３４、３５の連結穴１２１、１３１、２２１、３３１、３４１、３５１にボル
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トＧを挿通し、ナットＨで締結することで、構造材Ｃを補強する。
【００３８】
　さらに、Ｌ字型金具３の側面当接部３２３に穿設された留め具穴Ｆに、留め具Ｅを打ち
込むことにより、Ｌ字型金具３と四角梁Ｂ２とを直接連結させることができる。
【００３９】
＜実施形態３＞
　以下、図６～図８を用いて、本発明の実施形態３に関る木造建築用補強金具について説
明する。実施形態３では、１本の四角柱Ｃ１及び四角柱Ｃ１と垂直に接合する３本の四角
梁Ｃ２により形成される構造材Ｃの接合部を補強している。３本の四角梁Ｃ２は、同一平
面上で、上面から見るとＴ字型となるように、四角柱Ｃ１と接合している。木造建築用補
強金具として、第一補強金具１と第二補強金具２のセットを２セットと、１つの平型金具
４を使用している。
【００４０】
　図６より、平型金具４は、１枚の金属平板により形成され、１つの柱当接部４１、柱当
接部４１を中心として一対の梁当接部４２と、一対の柱連結部４３と、一対の上面連結部
４４と、一対の下面連結部４５と、を備えている。補強時の安定性から、柱連結部４３は
、梁当接部４２を挟んで上下に２箇所備えていることが好ましいどちらか一方であっても
良い。また、上面連結部４４、下面連結部４５も同様に両方備えていることが好ましいが
、どちらか一方であっても良い。また、２枚の金属平板を溶接等により接合することで、
線対称に形成しても良い。
【００４１】
　柱当接部４１は、四角柱Ｃ１の一側面の全幅に渡って当接する、略長方形状の全幅当接
部４１１と、全幅当接部４１１の両鉛直辺から、全幅当接部４１１が当接する面に隣接す
る二側面の約半幅に渡って当接するように、かつ四角梁の厚み分だけ間隔を置いて、水平
方向に立設された、対向面当接部４１２により形成されている。
【００４２】
　梁当接部４２は、略コ字状の断面形状であり、四角梁Ｃ２の上面、下面、側面の三面に
当接する上面当接部４２１、下面当接部４２２、側面当接部４２３を有している。側面当
接部４２３は、全幅当接部４１１において、対向面当接部４１２が立設されていない両鉛
直辺から、水平辺方向に平行な方向に延設されており、留め具Ｅを打ち込むための留め具
穴Ｆが１箇所穿設されている。
【００４３】
　柱連結部４３は、対向面当接部４１２の、四角柱Ｃ１に平行な端辺から水平方向に立設
されている。また、第一補強金具１及び第二補強金具２を連結するための連結穴４３１が
１箇所穿設されている。連結部４３のサイズや形状、連結穴４３１の数や位置は、後述す
る当接手段により各連結穴１２１、１３１、２２１、４３１の位置が合致するように穿設
されていれば、特に限定されない。
【００４４】
　上面連結部４４及び下面連結部４５は、上面当接部４２１及び下面当接部４２２の、四
角梁Ｃ２と平行な端辺から鉛直方向に立設されている。また、第一補強金具１及び第二補
強金具２を連結するための連結穴４４１、４５１がそれぞれ３箇所穿設されている。各連
結部４４、４５のサイズや形状、各連結穴４４１、４５１の数や位置は、後述する当接手
段により各連結穴１２１、１３１、２２１、４４１、４５１の位置が合致するように穿設
されていれば、特に限定されない。また、補強時の安定性から、連結穴４４１、４５１は
それぞれ三箇所以上穿設することが好ましいが、一箇所や二箇所であっても良い。
【００４５】
　平型金具４の、構造材Ｃへの取り付け易さを考慮し、対向面当接部４１２、上面当接部
４２１及び下面当接部４２２に、柱当接部４１と梁当接部４２との境界部から斜めに切り
欠き部４６を設けることが好ましいが、設けなくても良い。
【００４６】
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　図８は、構造材Ｃに木造建築用補強金具を取り付けた際の斜視図である。図８(ａ)より
、一箇所の入隅部に対して、１つの第一補強金具１及び２つの第二補強金具２を使用して
実施形態１と同様の当接手段を行う。もう一箇所の入隅部に対しても同様に行う。次に、
図８(ｂ)より、四角柱Ｃ１と四角梁Ｃ２が接合されていない平面部に平型金具４を当接さ
せる。これにより、構造材Ｃの接合部を取り囲む構成となる。そして、四角柱Ｃ１の側面
、各四角梁Ｃ２の上面及び下面において重畳された各連結部１２、１３、２２、４３、４
４、４５の連結穴１２１、１３１、２２１、４３１、４４１、４５１にボルトＧを挿通し
、ナットＨで締結することで、構造材Ｃを補強する。
【００４７】
　さらに、平型金具４の側面当接部４２３に穿設された留め具穴Ｆに、留め具Ｅを打ち込
むことにより、平型金具４と四角梁Ｃ２とを直接連結させることができる。
【００４８】
＜実施形態４＞
　以下、図９を用いて、本発明の実施形態４に関る木造建築用補強金具について説明する
。実施形態４では、１本の四角柱Ｄ１及び四角柱Ｄ１と垂直に接合する２本の四角梁Ｄ２
により形成される構造材Ｄの接合部を補強している。２本の四角梁Ｄ２は、同一平面上で
、上面から見るとＩ字型となるように、四角柱Ｄ１と接合している。木造建築用補強金具
として、２つの平型金具４を使用している。
【００４９】
　図９(ｂ)は、構造材Ｄに木造建築用補強金具を取り付けた際の斜視図である。図９に示
すように、構造材Ｄを挟み込む形で２つの平型金具４を当接させることにより、構造材Ｄ
の接合部を取り囲む構成となる。そして、四角柱Ｄ１の側面、各四角梁Ｄ２の上面及び下
面において重畳された各連結部４３、４４、４５の連結穴４３１、４４１、４５１にボル
トＧを挿通し、ナットＨで締結することで、構造材Ｄを補強する。
【００５０】
　さらに、平型金具４の側面当接部４２３に穿設された留め具穴Ｆに、留め具Ｅを打ち込
むことにより、平型金具４と四角梁Ｄ２とを直接連結させることができる。
【００５１】
　本実施形態によれば、構造材Aに対して４つの第一補強金具１を当接させ、連結するこ
とで、構造材Aを欠損させることがなく、簡易に構造材Aの接合部を補強、特に水平方向の
がたつきを防止することが可能となる。
【００５２】
　また、構造材Aに対して、１つの第一補強金具１と２つの第二補強金具２を１セットと
して、これを４セット当接させ、連結することで、構造材Aを欠損させることがなく、簡
易に水平及び垂直方向のがたつきを抑制し、接合部を補強することが可能となる。
【００５３】
　また、構造材Ｂに対して、１つの第一補強金具１と２つの第二補強金具２及び１つのＬ
字型金具３を当接させ、連結することで、構造材Ｂを欠損させることがなく、簡易に水平
及び垂直方向のがたつきを抑制し、接合部を補強することが可能となる。
【００５４】
　また、構造材Ｃに対して、１つの第一補強金具１と２つの第二補強金具２を１セットと
して、これを２セット及び１つの平型金具４を当接させ、連結することで、構造材Ｃを欠
損させることがなく、簡易に水平及び垂直方向のがたつきを抑制し、接合部を補強するこ
とが可能となる。
【００５５】
　また、構造材Ｄに対して、２つの平型金具４を当接させ、連結することで、構造材Ｄを
欠損させることがなく、簡易に水平及び垂直方向のがたつきを抑制し、接合部を補強する
ことが可能となる。
【００５６】
　また、留め具Ｅを、第一補強金具１に穿設された留め具穴Ｆに打ち込むことで、第一補
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強金具１の長期に渡る使用によりボルトＧに緩みが発生した場合であっても、第一補強金
具１のがたつきを抑制することが可能となる。
【００５７】
　また、留め具Ｅを、Ｌ字型金具３に穿設された留め具穴Ｆに打ち込むことで、Ｌ字型金
具３の長期に渡る使用によりボルトＧに緩みが発生した場合であっても、Ｌ字型金具３の
がたつきを抑制することが可能となる。
【００５８】
　また、留め具Ｅを、平型金具４に穿設された留め具穴Ｆに打ち込むことで、平型金具４
の長期に渡る使用によりボルトＧに緩みが発生した場合であっても、平型金具４のがたつ
きを抑制することが可能となる。
【００５９】
　なお、前記実施形態において示した各構成部材の諸形状や寸法等は一例であって、設計
要求等に基づき種々変更可能である。
【符号の説明】
【００６０】
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ　構造材
Ａ１、Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１　四角柱
Ａ２、Ｂ２、Ｃ２、Ｄ２　四角梁
Ｅ　　　留め具
Ｆ　　　留め具穴
Ｇ　　　ボルト
Ｈ　　　ナット
１　　　第一補強金具
１１　　当接部
１１１　上面当接部
１１２　下面当接部
１１３　側面当接部
１２　　上面連結部
１２１　連結穴
１３　　下面連結部
１３１　連結穴
２　　　第二補強金具
２１　　当接部
２２　　連結部
２２１　連結穴
３　　　Ｌ字型金具
３１　　柱当接部
３１１　全幅当接部
３１２　半幅当接部
３２　　梁当接部
３２１　上面当接部
３２２　下面当接部
３２３　側面当接部
３３　　柱連結部
３３１　連結穴
３４　　上面連結部
３４１　連結穴
３５　　下面連結部
３５１　連結穴
３６　　切り欠き部
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４　　　平型金具
４１　　柱当接部
４１１　全幅当接部
４１２　対向面当接部
４２　　梁当接部
４２１　上面当接部
４２２　下面当接部
４２３　側面当接部
４３　　柱連結部
４３１　連結穴
４４　　上面連結部
４４１　連結穴
４５　　下面連結部
４５１　連結穴
４６　　切り欠き部

 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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